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 佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成28年３月31日 

佐賀県人事委員会委員長  大  西  憲  治    

 佐賀県人事委員会規則第15号 

   佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 
 佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則（昭和33年佐賀県人事委員会規則第12号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条、第３条関係） 

組織 職 区分 

知事        本庁    共通     部長 １種 

   局長 １種 

   理事 １種 

   副部長 ２種 

   副局長 ２種 

   課長 ３種 

   室長 ３種 

   センター長 ３種 

   参事 ４種 

   技術監 ４種 

   検査監 ４種 

  政策部 政策総括監 ２種 

   政策調整監 ４種 

   国民保護・防災対策監 ４種 

  健康福祉部 医療統括監 １種 

   歯科医療総括監 ２種 

   監査監 ４種 

  産業労働部 有田焼創業400年事業推進監 ３種 
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  農林水産部 団体検査・指導監 ４種 

  出納局 会計管理者 １種 

   出納局長 ２種 

 現地機関 政策部 消防学校長 ２種 

  消防学校副校長 ４種 

 総務部 首都圏事務所長 １種 

   九州国際重粒子線がん治療センター担当部長 ２種 

   首都圏事務所副所長 ４種 

   自治修習所長 ２種 

   自治修習所副所長 ４種 

   公文書館長 ３種 

   県税事務所長（佐賀県税事務所に限る。） ２種 

   県税事務所長（佐賀県税事務所を除く。） ３種 

   県税事務所副所長 ４種 

   滞納整理特別対策室長 ４種 

  地域交流部 国際交流プラザ所長 ３種 

   佐賀空港事務所長 ２種 

   佐賀空港事務所副所長 ４種 

   博物館長 ２種 

   博物館副館長 ４種 

   九州陶磁文化館副館長 ３種 

   美術館長 ２種 

   美術館副館長 ４種 

   名護屋城博物館長 ２種 

   名護屋城博物館副館長 ４種 

   佐賀城本丸歴史館副館長 ３種 
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  県民環境部 図書館長 ２種 

   図書館副館長 ４種 

   消費生活センター所長 ３種 

   環境センター所長 ３種 

   環境センター副所長 ４種 

  健康福祉部 保健福祉事務所長（伊万里保健福祉事務所を除く。） ２種 

   保健福祉事務所長（伊万里保健福祉事務所に限る。） ３種 

   保健監 ３種 

   福祉監 ３種 

   保健福祉事務所副所長 ４種 

   総合福祉センター所長 ２種 

   総合福祉センター副所長 ４種 

   中央児童相談所長 ４種 

   地域生活リハビリセンター所長 ４種 

   地域生活リハビリセンター副所長 ４種 

   衛生薬業センター所長 ３種 

   衛生薬業センター副所長 ４種 

   療育支援センター所長 ３種 

   療育支援センター副所長 ４種 

   九千部学園長 ３種 

   九千部学園副園長 ４種 

   虹の松原学園長 ３種 

   総合看護学院副学院長（総合看護学院長が定めるものに限る。） ３種 

   総合看護学院副学院長（総合看護学院長が定めるものを除く。） ４種 

   精神保健福祉センター所長 ３種 

   食肉衛生検査所長 ３種 
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   食肉衛生検査所副所長 ４種 

  産業労働部 関西・中京事務所長 ２種 

   有田窯業大学校副校長 ２種 

   窯業技術センター所長 ２種 

   窯業技術センター副所長 ４種 

   工業技術センター所長 ２種 

   工業技術センター副所長 ４種 

   産業技術学院長 ２種 

   産業技術学院副学院長 ４種 

  農林水産部 農林事務所長（佐賀中部農林事務所及び杵藤農林事務所に限る。） ２種 

   農林事務所長（佐賀中部農林事務所及び杵藤農林事務所を除く。） ３種 

   地域農業改良普及センター長 ３種 

   農林事務所副所長 ４種 

   農業技術防除センター所長 ３種 

   上場営農センター所長 ３種 

   農業試験研究センター所長 ２種 

   農業試験研究センター副所長 ４種 

   農業試験研究センター三瀬分場長 ５種 

   農業試験研究センター白石分場長 ５種 

   農業大学校長 ２種 

   農業大学校副校長 ４種 

   農業大学校部長 ４種 

   果樹試験場長 ３種 

   茶業試験場長 ３種 

   畜産試験場長 ２種 

   畜産試験場副場長 ４種 
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   家畜保健衛生所長 ３種 

   家畜保健衛生所副所長 ４種 

   玄海水産振興センター所長 ３種 

   有明水産振興センター所長 ２種 

   高等水産講習所長 ３種 

   林業試験場長 ２種 

  県土整備部 土木事務所長（唐津土木事務所及び伊万里土木事務所を除く。） ２種 

   土木事務所長（唐津土木事務所及び伊万里土木事務所に限る。） ３種 

   土木事務所副所長 ４種 

   九州新幹線西九州ルート整備推進室長 ４種 

   ダム管理事務所長 ３種 

   ダム管理事務所副所長 ４種 

   有明海沿岸道路整備事務所長 ３種 

   有明海沿岸道路整備事務所副所長 ４種 

議会 議会事務局  事務局長 １種 

   副事務局長 ２種 

   課長 ３種 

   政務調査室長 ３種 

   参事 ４種 

教育委員会 教育庁 理事 １種 

副教育長 ２種 

教育庁危機管理・広報総括監 ２種 

課長 ３種 

室長 ３種 

  教育企画監 ４種 

  参事 ４種 
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  技術監 ４種 

  教育事務所長 ３種 

  教育事務所教育指導監 ３種 

  教育事務所支所長 ３種 

  教育事務所副所長（本務としての職に限る。） ４種 

 教育機関 教育センター所長 ３種 

  教育センター副所長 ４種 

 公立学校 校長（特に規模が大きく、その職務が特に困難な学校で人事委員会が定めるも

のの校長に限る。） 

３種 

  校長（規模の大きい学校等で人事委員会が定めるものの校長に限る。） ４種 

  校長 ５種 

  副校長 ５種 

  教頭（規模の大きい学校等で人事委員会が定めるものの教頭に限る。） ５種 

  教頭 ６種 

  統括事務長 ６種 

  事務長 ６種 

人事委員会 人事委員会事務局 事務局長 １種 

  副事務局長 ３種 

  参事 ４種 

労働委員会 労働委員会事務局 事務局長 ２種 

  課長 ３種 

海区漁業調整委員会 海区漁業調整委員会事務局 事務局長 ３種 

監査委員 監査委員事務局 事務局長 １種 

  副事務局長 ３種 

  監査監 ４種 

公安委員会 警察本部 本部の部長 ２種 
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  首席参事官 ２種 

  参事官 ２種 

  首席監察官 ２種 

  本部の課長 ３種 

  理事官 ３種 

  上席監察官 ３種 

  機動隊長 ３種 

  交通機動隊長 ３種 

  高速道路交通警察隊長 ３種 

  科学捜査研究所長 ３種 

  参事 ４種 

  管理官 ４種 

  監察官 ４種 

  検視官室長 ４種 

  公安委員会補佐官室長 ４種 

  広報相談統括官 ４種 

  人材育成室長 ４種 

  人事企画官 ４種 

  新警察署開庁準備室長 ４種 

  取調べ監督室長 ４種 

  術科指導官 ４種 

  犯罪被害者支援室長 ４種 

  留置管理官 ４種 

  会計監査室長 ４種 

  会計指導官 ４種 

  健康管理室長 ４種 



8 

  刑事指導官 ４種 

  捜査支援室長 ４種 

  広域捜査官 ４種 

  性犯罪捜査指導官 ４種 

  機動捜査隊長 ４種 

  知能犯捜査指導官 ４種 

  組織犯罪対策官 ４種 

  許可事務管理室長 ４種 

  安全・安心まちづくり推進室長 ４種 

  人身安全対策室長 ４種 

  少年サポートセンター所長 ４種 

  少年事件指導官 ４種 

  サイバー犯罪対策室長 ４種 

  生活環境指導官 ４種 

  生活安全捜査指導官 ４種 

  地域指導室長 ４種 

  鉄道警察隊長 ４種 

  警察航空隊長 ４種 

  交通管制官 ４種 

  暴走族対策室長 ４種 

  交通事故事件捜査統括官 ４種 

  交通反則通告センター所長 ４種 

  運転免許試験場長 ４種 

  交通聴聞官 ４種 

  運転者教育室長 ４種 

  警備指導官 ４種 
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  警備対策官 ４種 

  警察学校長 ２種 

  警察学校副校長 ４種 

 警察署 佐賀警察署長、唐津警察署長、鳥栖警察署長、伊万里警察署長、武雄警察署長、

鹿島警察署長、小城警察署長及び神埼警察署長 

２種 

  諸富警察署長及び白石警察署長 ３種 

  警察署の副署長 ４種 

  刑事官 ４種 

  地域官 ４種 

  会計官 ４種 

  多久幹部派出所長 ４種 

   附 則 
 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 


